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弁理士法人志賀国際特許事務所 
（外国事務部 加藤基志） 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。 
 

欧州特許庁の Micro-enterprise を対象とする新たな手数料減免制度について 
 

欧州特許庁が規則を一部改正し、現在実施されている Micro-enterprise（以下、零細企業）の庁手数料減免

とは別に新たな減免を 2024 年 4 月 1 日より導入します。今回は欧州特許の新たな減免について紹介します。 
 
１．新しく導入される減免制度 

2024 年 4 月 1 日より導入される零細企業向け減免制度は、現在の減免制度（欧州特許条約締約国に住居

または主な事業所を有する出願人が対象のため日本に所在する出願人は利用不可）を補完し、欧州特許制度

の利用を費用面で容易にして、小規模で特許出願経験の浅い企業の成長と発展を支援することを目的とします。

欧州特許条約締約国以外の国の出願人も利用可能です。 
 

（１）要件は、零細企業、自然人、非営利組織、大学又は公的研究機関が欧州特許出願（国際出願からの欧州

移行出願を含む）を提出すること、及び、出願手続き時又はそれ以降に減免を申請することです。 
①欧州特許庁が採用する零細企業の定義は、従業員が 10 人未満、年間の売上高及び／又は貸借対照表

の合計が 200 万ユーロ以下の企業です。 
②減免申請者は庁手数料を納付する時点で適格基準を満たしている必要があります。共同出願の場合は

出願人全員が適格基準を満たしている必要があります。 
 

（２）効果は、指定された庁手数料の 30％減額です（出願日に関係なく 2024 年 4 月 1 日以降の納付に適用）。 
①減額対象の手数料と金額は以下のとおりです（€1.00＝165.00 円）。 

減額対象項目 通常額（€） 30%減額後（€） 30%減額後（円） 減額分（円） 
出願手数料 €135.00 €94.50 約 15,600 円 約 6,700 円 
調査（補充調査）手数料 €1,520.00 €1,064.00 約 175,600 円 約 75,200 円 
審査請求手数料  €1,915.00 €1,340.50 約 221,200 円 約 94,800 円 
指定国手数料 €685.00 €479.50 約 79,100 円 約 33,900 円 
登録手数料 €1,080.00 €756.00 約 124,800 円 約 53,500 円 
出願維持年金手数料  （3 年次） €690.00 €483.00 約 79,700 円 約 34,200 円 
 （4 年次） €845.00 €591.50 約 97,600 円 約 41,800 円 
 （5 年次） €1,000.00 €700.00 約 115,500 円 約 49,500 円 
※例示的に 10 年次 （6 年次） €1,155.00 €808.50 約 133,400 円 約 57,200 円 
まで記載しましたが、 （7 年次） €1,310.00 €917.00 約 151,300 円 約 64,900 円 
11 年次以降も減額 （8 年次） €1,465.00 €1025.50 約 169,200 円 約 72,500 円 
対象になります。 （9 年次） €1,620.00 €1134.00 約 187,100 円 約 80,200 円 

 （10 年次） €1,775.00 €1242.50 約 205,000 円 約 87,900 円 
※上記は 2024 年 4 月 1日から適用される新しい金額に基づきます（一部を除き 4％ほど値上がります）。 

②出願人が減免を申請しない限り手数料は減額されません。出願人は出願手続き以降いつでも減免を申請

することができますが、減額は申請日以降に納付された手数料にのみ適用されます。 
 

（３）適用除外事項として、同一の出願人が過去 5 年以内に 5 件以上の欧州特許出願を提出した場合、減免は

適用されません（減免を申請する出願が過去 5 年間で 5 件目であれば減免が適用されます）。 
①過去出願の現状（係属中、取下げ、拒絶／特許査定等）や減免対象か否かは減免の適用に影響しません。 
②同じ出願人により同日に複数出願が提出された場合は出願番号により順序が決定されます。 

 

（４）注意点 
①適格に変更があった場合は欧州特許庁に通知しなければなりません。減免申請後に生じた適格変更は

将来にのみ有効であり、納付済の手数料に影響しません。減免適用を受けている出願が譲渡された場合、

新しい出願人が適格を満たし、かつ、減免申請をしたときのみ引き続き減免が適用されます。 
②欧州特許庁は当該出願の特許登録段階で減免申請者の適格状況を無作為に確認します。欧州特許庁

が申請内容に疑義を持った場合、申請者に対して適格を満たしている証拠を要求することがあります。 
③出願人が適格を満たしていると誤認して（減免申請の有無に関わらず）減額された手数料を納付した場合、

その納付は有効ではなく、欧州特許庁より不足額の納付を要求されてから 2 ヶ月以内に納付しなければ

出願は取り下げられたとみなされます（出願維持年金は追納期間（6 ヶ月間）に不足額を納付できます）。 
 
２．弊所での対応 
今後出願予定のご案件に関し、本制度適用の可否に迷われるような場合はご遠慮なくお問い合わせください。

上述した要件や適用除外事項等の充足を弊所独自で把握することは困難ですので、本制度のご利用をご希望

されるお客様におかれましてはその旨を明示的にご指示いただければ幸いです。                以上 


